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佐
藤
昌
介
「
植
民
論
」
初
期
講
義
ノ
ー
ト
（
下
の
一
）

｜

札
幌
農
学
校
と
植
民
学
（
四
）
｜

井

上

勝

生

は
じ
め
に

佐
藤
昌
介
が
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
に
記
し
た
植
民
論
講
義
ノ
ー
ト
の
紹
介
で
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
三
回
目
で
、
次
回
で
完
結
を

予
定
し
て
い
る
。

日
本
で
最
初
に
植
民
学
の
講
義
を
始
め
た
の
が
札
幌
農
学
校
で
あ
る
。
最
初
の
開
講
は
、
一
八
九
〇
年
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
年
の
講

義
ノ
ー
ト
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
講
義
ノ
ー
ト
が
札
幌
農
学
校
最
初
の
、
つ
ま
り
日
本
最
初
の
植
民
学
の

講
義
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
一
九
〇
〇
年
前
後
の
佐
藤
昌
介
の
植
民
論
講
義
ノ
ー
ト
が
本
学
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
本
紀

要
四
六
｜
三
（
通
巻
九
三
号
）
に
紹
介
し
た
。
こ
の
後
続
の
講
義
ノ
ー
ト
と
区
別
す
る
た
め
に
も
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
講
義
ノ
ー
ト
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を
植
民
論
初
期
講
義
ノ
ー
ト
、
ま
た
は
、
植
民
論
第
一
講
義
ノ
ー
ト
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
の
初
期
講
義
ノ
ー
ト
の
全
体
の
目
次
を
、
佐
藤
の
付
し
た
章
タ
イ
ト
ル
を
つ
か
っ
て
、
再
度
、
紹
介
す
る
。

殖
民
地
経
済
的
成
長
（
以
下
、
紀
要
一
一
五
号
）

殖
民
地
の
文
運
、
殖
民
者
の
才
能
的
生
活

英
国
殖
民
地
の
政
府

殖
民
地
生
活
の
経
済
的
性
質

殖
民
の
本
国
に
及
す
影
響

資
本
の
輸
出
の
本
国
に
於
け
る
影
響

労
力
供
給
論

労
力
供
給
の
方
法
、
西
班
牙
の
殖
民
地

囚
徒
労
働
者
を
使
用
す
る
事

労
力
の
供
給
を
得
る
一
法
及
土
地
払
下
の
原
則
及
方
法
（
以
下
、
紀
要
一
一
六
号
）

地
代
金
支
出
の
方
法

土
地
払
下
の
方
法

土
地
を
高
価
に
払
下
ク
ル
事

殖
民
地
の
本
国
に
於
け
る
関
係
、（

）
殖
民
地
の
財
政

佐
藤
昌
介
「
植
民
論
」
初
期
講
義
ノ
ー
ト
（
下
の
一
）
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殖
民
地
の
本
国
に
於
け
る
商
業
上
の
関
係
、（

）
殖
民
貿
易
及
殖
民
法

殖
民
地
政
府
の
土
蕃
に
対
す
る
政
略
（
以
下
、
本
号
）

英
仏
戦
争
（
米
国
殖
民
史
上
）

英
国
の
殖
民
政
略
（
以
下
、
本
紀
要
に
掲
載
予
定
）

政
治
的
商
社

政
治
的
殖
民
商
社

自
由
殖
民
法

殖
民
総
論

殖
民
地
経
済
的
特
性

本
稿
で
紹
介
す
る
部
分
は
、
タ
イ
ト
ル
「
殖
民
地
政
府
の
土
蕃
に
対
す
る
政
略
」
と
タ
イ
ト
ル
「
英
仏
戦
争
（
米
国
殖
民
史
上
）」
の
二

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
な
か
の
「
英
仏
戦
争
（
米
国
殖
民
史
上
）」
は
、
内
容
の
構
成
に
混
乱
が
あ
り
、
検
討
を
要
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

本
紀
要
一
一
五
号
で
解
説
し
た
よ
う
に
、
佐
藤
の
初
期
講
義
ノ
ー
ト
全
体
に
は
、
四
種
類
の
縦
書
き
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
全
体
の
縦
書
き
用
紙
は
、
次
の
よ
う
に
順
次
、
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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青
い
罫
紙
（
罫
線
が
二
本
線
）

六
五
枚

「
札
幌
農
学
校
」
と
中
央
に
印
刷
さ
れ
た
赤
い
罫
紙

四
枚

無
地
の
用
紙

五
枚

「
札
幌
農
学
校
」
と
中
央
に
印
刷
さ
れ
た
赤
い
罫
紙

五
枚

青
い
罫
紙

二
枚

「
札
幌
郡
苗
穂
村
字
三
角
佐
藤
農
場
」
と
中
央
に
印
刷
さ
れ
た
青
い
罫
紙

二
枚

本
誌
掲
載
の
タ
イ
ト
ル
「
英
仏
戦
争
（
米
国
殖
民
史
上
）」
は
、
六
五
枚
の
「
青
い
罫
紙
（
罫
線
が
二
本
線
）」
の
最
後
の
頁
の
左
半
分

全
面
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頁
の
右
半
分
（
前
半
部
）
は
白
紙
で
あ
る
。
つ
づ
く
部
分
が
、
本
稿
の
次
の
行
以
下
で
あ
る
。

斯
氏
曰
ク
、
本
国
ニ
の
み
輸
出
し
得
可
キ
物
品
ハ
記
名
の
物
品
ニ
限
ル
、
其
他
ハ
之
ヲ
自
由
ニ
他
国
え
輸
出
ス
ル
を
得
ん
、
併
シ
本
国

の
船
舶
ニ
搭
載
ス
ル
を
要
ス

こ
の
部
分
は
、
用
紙
「「
札
幌
農
学
校
」
と
中
央
に
印
刷
さ
れ
た
赤
い
罫
紙
」
四
枚
の
三
枚
に
記
述
さ
れ
、
三
枚
目
で
、
次
の
タ
イ
ト
ル

（
本
誌
に
次
に
掲
載
予
定
の
）「
英
国
の
殖
民
政
略
」
に
続
い
て
い
る
。
用
紙
三
枚
目
の
最
後
の
行
に
タ
イ
ト
ル
「
英
国
の
殖
民
政
略
」
が

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

内
容
を
み
れ
ば
、「
斯
氏
曰
ク
、
本
国
ニ
の
み
輸
出
し
得
可
キ
物
品
ハ
…
…
」
以
下
の
部
分
は
、「
英
仏
戦
争
（
米
国
殖
民
史
上
）」
と
い
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う
タ
イ
ト
ル
名
に
沿
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
紹
介
す
る
末
尾
の
「
土
蕃
ヲ
シ
テ
開
明
ニ
導
カ
ン
ト
欲
せ
ハ
、
必
ス
早
晩
優

等
人
種
ト
混
同
ス
ル
所
ナ
カ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
…
…
」
以
下
の
部
分
も
、
内
容
は
タ
イ
ト
ル
で
示
さ
れ
た
も
の
と
異
っ
て
い
る
。

本
誌
、
一
一
五
号
で
も
説
明
し
た
が
、
原
標
題
「
殖
民
史
講
義

明
治
二
四
年
一
月
（
１
８
９
１
）
於
札
幌
」
と
い
う
最
初
の
表
紙
は
、

次
に
つ
づ
く
六
五
枚
の
青
い
罫
紙
（
罫
線
が
二
本
線
）
と
同
じ
用
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
、
原
表
紙
と
そ
の
次
の
六
五
枚
が
、

綴
じ
ら
れ
た
も
と
の
講
義
ノ
ー
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
の
講
義
ノ
ー
ト
に
、
後
に
違
う
三
種
類
の
用
紙
で
、
講
義
上
の
増
補
部

分
が
加
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
原
表
紙
の
前
頁
に
「
植
民
論
講
義
原
稿

明
治
二
九
年
九
月
」
と
い
う
表
紙
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
が
、
こ
の
追
加
の
表
紙
の
用
紙
に
は
、
ノ
ー
ト
全
体
の
最
後
の
用
紙
「「
札
幌
郡
苗
穂
村
字
三
角
佐
藤
農
場
」
と
中
央
に
印
刷
さ
れ
た
青

い
罫
紙
」
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

内
容
構
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
、
一
八
九
一
年
の
原
表
紙（
図
版
１
）、
タ
イ

ト
ル
「
殖
民
地
政
府
の
土
蕃
に
対
す
る
政
略
」
の
最
初
の
用
紙
部
分
（
図
版
２
）、
タ
イ
ト
ル
「
英
仏
戦
争
（
米
国
殖
民
史
上
）」
の
記
さ

れ
た
用
紙
と
、
次
の
用
紙
へ
続
く
部
分
（
図
版
３
）、
本
稿
紹
介
の
最
後
の
部
分
の
用
紙
（
図
版
４
）、
用
紙
中
央
に
印
刷
さ
れ
た
「
札
幌

農
学
校
」
と
い
う
部
分
（
図
版
５
）
を
掲
載
す
る
。

な
お
、
佐
藤
昌
介
が
毛
筆
で
英
文
を
手
書
き
し
た
箇
所
に
は
、
図
版
３
と
図
版
５
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
筆
記
自
体
は
解
読
の
困
難

な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
一
六
号
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
佐
藤
が
参
照
し
、
各
所
に
引
用
も
し
たH

erm
a
n M

eriv
a
le

著
「L

ectu
res o

n
 

C
o
lo
n
iza
tio
n A

n
d C

o
lo
n
ies

」
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
す
べ
て
を
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
解
読
に
当
た
っ
て
は
、
西
洋
文
学

講
座
の
長
尾
輝
彦
教
授
と
西
洋
史
学
講
座
の
長
谷
川
貴
彦
助
教
授
の
尽
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
日
本
史
学
講
座
大
学
院
生
松
本
あ
づ

さ
氏
に
も
解
読
に
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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な
お
、
凡
例
は
、
一
一
五
号
、
一
一
六
号
と
同
じ
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
左
に
再
掲
載
す
る
。

凡

例

・
翻
刻
の
改
行
は
、
原
本
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
原
本
の
記
載
仕
様
で
は
、
改
行
最
初
の
一
字
下
げ
は
見
ら
れ
な
い
。
翻
刻
に
あ
た
っ

て
便
宜
の
た
め
一
字
下
げ
に
し
た
。

・
原
文
の
ゟ
は
、「
ヨ
リ
」、
ま
た
は
「
よ
り
」
と
し
た
。

・
原
文
に
は
、
読
点
と
句
点
が
随
時
、
付
さ
れ
て
い
る
。
便
宜
の
た
め
、
さ
ら
に
若
干
の
読
点
を
加
え
た
。

・
原
文
に
は
、
上
欄
に
、
写
真
の
よ
う
な
注
記
が
随
所
に
付
さ
れ
て
い
る
。
翻
刻
で
は
、（
欄
外
「
人
口
」）
の
よ
う
に
、
本
文
に
組
み

込
ん
だ
。
す
べ
て
、
上
欄
の
注
記
で
あ
る
。

・
英
文
・
独
文
（
毛
筆
）
に
若
干
の
判
読
不
能
が
あ
る
。
□
で
記
し
た
。
そ
の
字
数
も
適
宜
の
も
の
で
あ
り
、
正
確
で
は
な
い
。

・
文
意
か
ら
用
字
の
疑
問
な
箇
所
も
そ
の
ま
ま
と
し
、（
マ
マ
）
と
傍
注
を
加
え
た
。

・
翻
刻
の
行
の
一
行
も
し
く
は
二
行
の
空
白
は
、
原
文
の
改
頁
や
行
の
あ
け
で
あ
る
が
、
適
宜
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
ｃ
）（
２
）
研
究
課
題
「
札
幌
農
学
校
・
北
海
道
帝
国
大
学
に
お
け
る
植
民
学
の
展
開
に
か
ん

す
る
基
礎
的
研
究
」（
二
〇
〇
三
年
度
〜
二
〇
〇
五
年
度
）
の
成
果
に
よ
っ
て
い
る
。
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図版１ 原表紙 1891年、明治24年の表紙

２本罫線、罫線は青色
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図版２ 植民地政府の土蕃に対スル政略タイトルページ

２本罫線、原表紙と同じ用紙
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図版３ 英仏戦争（米国植民史上）の用紙・青色罫紙（右）から

朱色の札幌農学校名入り用紙（左）へ
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図版４ 本稿の解読 最後のページ

赤紫色の札幌農学校名入り用紙
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図版５ 原稿用紙中央下に「札幌農学校」のネーム

中央、折り曲げる部分 罫線およびネームは赤紫色
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殖
民
地
政
府
の
土
蕃
ニ
対
ス
ル
政
略

欧
州
人
種
ノ
米
、
墺
、
亜
ノ
諸
大
州
ニ
殖
民
せ
ル
歴
史
を
研
究
せ
ハ
、
其
土
人
ニ
対
ス
ル
挙
動
ハ
尽
ト
ク
同
一
轍
ニ
出
ツ
、
其
土
人
を

虐
待
シ
、
或
ハ
之
を
不
道
徳
ナ
ラ
し
め
、
或
ハ
之
を
暴
人
タ
ラ
し
め
、
或
ハ
之
を
猜
疑
タ
ラ
し
め
、
或
ハ
之
を
疾
病
者
タ
ラ
し
め
、
或
ハ

之
ヲ
狡
猾
者
タ
ラ
し
め
、
或
ハ
之
を
貧
困
者
タ
ラ
し
め
、
其
天
性
ヲ
大
ニ
破
毀
し
、
而
シ
テ
之
を
伝
道
師
又
ハ
慈
善
家
ノ
手
ニ
委
ネ
テ
其

開
明
ヲ
謀
り
、
又
ハ
其
天
性
ヲ
回
復
せ
ん
ト
ス
、
抑
も
又
タ
難
哉
、
或
ハ
又
タ
燼
殺
ノ
政
略
を
取
ル
も
の
ア
リ
、
或
ハ
又
タ
掠
奪
の
政
略

ヲ
取
ル
モ
ノ
あ
り
、
或
ハ
戦
勝
追
放
ノ
政
略
ヲ
取
レ
ル
も
の
あ
り
、
酷
極
マ
レ
リ
ト
云
フ
べ
し
、

雖
然
、
斯
の
如
キ
残
酷
の
時
代
既
ニ
過
キ
去
リ
、
殖
民
地
政
府
の
土
蕃
ニ
対
ス
ル
政
略
ト
輿
論
ト
ハ
一
変
ニ
帰
せ
り
、
蓋
し
殖
民
地
政

府
の
義
務
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
弐
条
ニ
別
ル
ヽ
を
得
可
シ
、
保﹅
護﹅
ト﹅
開﹅
化﹅
ニ﹅
導﹅
ク﹅
コ﹅
ト﹅
。

蓋
シ
殖
民
地
政
府
の
政
略
ナ
ル
も
の
ハ
、
勿
論
土
蕃
ノ
性
質
、
開
明
ノ
度
、
及
其
人
口
ノ
数
ニ
於
テ
実
地
の
行
政
異
ナ
ラ
サ
ル
を
得
ス
、

蓋
し
十
九
世
紀
英
国
の
殖
民
地
ニ
於
テ
、
南
亜
の
土
人
ハ
尤
モ
開
化
せ
ル
も
の
ナ
リ
、
牧
民
ナ
リ
。
財
産
の
権
利
を
認
む
。
戦
を
好
む
。

亜
米
利
加
土
蕃
ノ
天
性
、
南
米
の
土
人
ハ
北
米
ニ
比
ス
レ
ハ
稍
野
蛮
。
ポ
リ
ニ
ヤ
ン
人
ハ
他
の
人
種
ニ
比
ス
レ
ハ
温
柔
ナ
ル
も
の
多
し
。

墺
州
人
ハ
人
間
の
下
等
ナ
ル
も
の
ナ
リ
、
下
等
動
物
ニ
近
シ
、
此
等
人
種
を
待
フ
ニ
至
り
、
亦
タ
特
異
の
政
略
ヲ
行
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス

蓋
し
殖
民
ノ
初
め
ニ
当
リ
、
土
蕃
ヲ
保
護
ス
ル
第
一
着
ハ
、
其
行
政
部
の
機
関
を
選
択
ス
ル
ニ
ア
リ
、
亜
国
ノ
殖
民
地
ニ
於
テ
ハ
保
護

者
或
ハ
印
度
人
義
員
（ママ）

ノ
選
挙
行
ハ
レ
た
り
、
彼
輩
ハ
頗
ブ
ル
有
用
の
機
関
た
リ
、
英
国
の
殖
民
地
ハ
、
此
等
の
制
度
ハ
最
初
設
立
セ
ス
、

加
奈
他
ニ
於
て
ハ
印
度
局
あ
り
、
頗
ブ
ル
費
用
を
要
ス
、
合
衆
国
ニ
於
テ
モ
印
度
代
理
人
ア
リ
、
頓
テ
頗
ブ
ル
費
用
を
要
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
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是
ハ
行
政
ニ
関
ス
ル
事
ナ
リ
、

蓋
し
保
護
者
の
職
務
ナ
ル
も
の
ハ
、
土
蕃
ノ
犯
罪
及
之
レ
ニ
対
ス
ル
罰
律
是
レ
ナ
リ
、
土
蕃
ト
白
人
ト
の
契
約
、
殊
ニ
主
人
と
従
僕
ト

ノ
関
係
。
法
廷
ニ
於
テ
ハ
弁
護
人
た
り
。
其
外
凡
テ
土
人
を
保
護
ス
ル
コ
ト
を
務
む
。

法
律
ニ
関
シ
テ
ハ
、
土
蕃
ハ
全
ク
英
国
の
法
律
ヲ
以
テ
取
扱
ふ
べ
キ
ヤ
否
ヤ
、
大
問
題
ナ
リ
ト
ス
、
彼
輩
ハ
法
律
を
知
ラ
ス
、
知
ラ
ぬ

法
律
ニ
対
シ
テ
責
任
を
帯
ハ
シ
む
ル
ハ
土
蕃
ニ
対
し
て
ハ
難
キ
ニ
ア
ラ
ぬ
や
、
倍
審
ノ
裁
判
ハ
彼
輩
ニ
於
テ
果
シ
テ
権
利
ヲ
保
護
ス
ル
も

の
ト
せ
ん
カ
、
疑
ハ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
土
人
を
死
刑
ニ
処
ス
ル
ニ
当
り
倍
審
ニ
処
せ
ル
コ
ト
あ
り
、
全
ク
復
仇
ト
ナ
せ
り
、
蓋
し
警
察
官

ヲ
シ
テM

a
k
e L

a
w

ヲ
行
ひ
、
且
つ
警
察
官
ヲ
シ
テ
白
人
ニ
対
し
て
ハ
起
訴
者
タ
ラ
し
め
ん
。
刑
罰
ハ
囚
檻
ニ
限
ル
ベ
シ
ト
云
ふ
も
の
あ

り
、
併
シ
是
レ
費
用
を
要
ス
ル
多
キ
も
の
ナ
リ
、
然
ニ
又
タ
土
人
相
互
ノ
関
係
ニ
対
し
て
ハ
如
何
様
ニ
取
扱
ひ
ハ
可
ナ
ル
や
と
云
ふ
ニ
、

是
レ
亦
タ
問
題
ナ
リ
、
一
説
ニ
曰
ク
、
欧
州
人
ニ
対
シ
テ
人
身
及
財
産
ニ
対
ス
ル
罪
ヲ
犯
サ
ハ
、
之
を
英
国
の
法
律
ヲ
以
テ
犯
シ
テ
可
ナ

ル
も
、
自
分
等
の
間
ニ
於
テ
、
奇
異
の
習
慣
等
ヨ
リ
来
ル
も
の
な
ら
む
、
之
ヲ
不
問
ニ
付
ス
ベ
シ
ト
云
ふ
、

次
ニ
土
蕃
ヲ
開
明
ニ
導
ク
コ
ト
ニ
就
て
ハ
、
欧
州
各
国
ノ
殖
民
地
ニ
於
テ
殆
ん
と
同
一
ノ
政
略
ヲ
取
レ
ル
カ
如
し
、
先
ツ
米
国
ニ
就
て

申
せ
バ
、
殖
民
の
初
め
ニ
於
て
ハ
開
明
ニ
導
ク
抔
ノ
思
想
ハ
更
ニ
ナ
ク
、
彼
等
を
追
ふ
テ
其
土
地
ニ
移
住
せ
り
、
土
人
も
又
タ
深
ク
不
毛

ノ
地
ニ
入
り
獣
猟
を
事
ト
シ
テ
生
活
を
な
せ
り
、
然
レ
ト
モ
追
々
其
境
土
ハ
狭
マ
レ
、
其
人
口
ハ
減
ス
ル
ニ
も
不
関
シ
テ
生
活
を
得
ル
の

難
キ
を
感
ス
ル
ニ
至
り
、
再
ひ
其
旧
地
ニ
立
戻
り
生
活
セ
サ
ル
を
得
サ
ル
有
様
ニ
ナ
レ
リ
、
其
帰
ル
や
人
口
ハ
稀
疎
ニ
、
其
性
質
ハ
稍
変

し
、
或
ハ
全
ク
政
府
の
救
育
ヲ
納
ク
カ
、
或
ハ
危
嶮
ナ
ル
人
民
ニ
シ
テ
移
民
を
襲
ふ
蕃
民
ト
ナ
る
も
の
ナ
リ
、
然
ル
時
ニ
於
テ
土
地
の
囲

地
を
移
住
民
ノ
居
ル
地
方
ニ
設
け
之
レ
ヲ
生
活
せ
し
む
、
且
つ
宗
教
ヲ
以
テ
感
化
シ
遂
ニ
開
明
ニ
導
ク
コ
ト
を
務
め
た
り
、
当
時
ニ
至
り

初
め
テ
、
土
地
を
彼
輩
の
為
め
ニ
囲
込
コ
ト
、
財
産
を
備
ひ
置
ク
コ
ト
の
必
要
を
感
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
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此
方
法
タ
ル
彼
輩
の
為
め
ニ
不
利
の
点
少
ナ
カ
ラ
ス
、
白
人
の
移
住
ハ
速
ニ
印
度
土
人
の
用
地
ニ
迫
リ
、
彼
輩
ヲ
シ
テ
安
心
せ
サ
ラ
し

む
、
開
明
進
歩
ス
ル
新
移
住
地
の
真
中
ニ
獣
猟
場
タ
ル
荒
地
を
見
ル
ナ
リ
。
且
ツ
又
タ
白
人
と
土
人
と
の
争
乱
止
む
な
く
、
大
ニ
白
人
の

下
等
ナ
ル
も
の
を
シ
テ
其
用
地
ニ
濫
入
ス
ル
の
出
丈
（ママ）

タ
ラ
し
む
、
其
極
ハ
遂
ニ
又
タ
政
府
ヲ
シ
テ
土
人
を
駆
り
テ
他
の
荒
地
ニ
移
住
せ
し

む
ル
必
要
を
見
せ
し
む
。
又
タ
如
此
取
扱
ハ
実
際
必
要
ナ
ル
あ
り
、
如
何
ト
ナ
レ
ハ
、
彼
等
の
食
料
タ
ル
野
獣
の
大
ニ
減
少
ス
ル
を
以
テ

ナ
リ
、
蓋
し
其
用
地
の
周
囲
ハ
耕
破
せ
シ
為
め
ニ
大
ニ
其
発
育
ヲ
害
ス
ル
ニ
至
ル
、
彼
輩
ヲ
シ
テ
農
業
ニ
進
マ
し
め
ハ
可
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、

頑
猶
旧
習
を
株
守
シ
テ
開
明
ニ
移
ラ
ス
、
為
め
ニ
荒
地
ニ
移
転
ス
ル
の
止
ム
ベ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
、
然
ラ
サ
レ
ハ
彼
輩
必
ス
飢
餓
ニ

迫
ル
べ
し
、
或
ハ
全
ク
移
民
の
利
益
の
為
め
ニ
彼
輩
を
駆
り
テ
移
サ
し
む
ル
コ
ト
あ
り
、
可
厭
事
ナ
リ
ト
ス
、
蓋
し
不
開
化
の
人
民
の
近

隣
ニ
居
ル
コ
ト
、
沃
土
を
荒
蕪
ニ
属
せ
し
む
ル
不
経
済
ナ
ル
コ
ト
、
移
住
ス
ル
土
地
の
欠
乏
ス
ル
コ
ト
の
訴
ハ
、
遂
ニ
土
蕃
を
追
放
せ
し

む
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
。

追
放
ハ
一
時
ノ
窮
策
ナ
リ
。
不
絶
之
を
繰
返
す
コ
ト
の
必
要
を
見
ル
。
土
人
モ
又
タ
漸
ク
農
業
ニ
移
ら
ん
ト
ス
ル
ニ
際
シ
、
稍
野
獣
ノ

多
キ
地
方
ニ
移
転
ス
ル
を
以
テ
忽
チ
旧
習
ニ
復
帰
ス
、
文
化
ノ
風
ヲ
除
々
に
忘
却
ス
ル
ニ
至
ル
ナ
リ
、

然
ラ
ハ
如
何
せ
ハ
可
な
ら
ん
、
而
シ
テ
彼
輩
ノ
将
来
ノ
命
運
ハ
果
シ
テ
如
何
、

⑴

土
蕃
ノ
皆
燼
、
彼
輩
ヲ
シ
テ
全
ク
文
化
ニ
移
ル
コ
ト
の
難
キ
も
の
ト
シ
、
之
ヲ
燼
滅
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、

⑵

殖
民
者
トA

m
a
lg
a
m
a
te

ス
ル
コ
ト
是
レ
ナ
リ
。
第
二
ハ
務
め
テ
能
ハ
サ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
分
立
シ
テ
開
明
ニ
導
ク
コ
ト
。

⑶

一
般
人
民
ト
混
同
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
混
合
ト
ハ
他
ナ
シ
、
土
人
ト
殖
民
者
ト
ノ
一
致
ナ
リ
、
即
チ
、
或
ハ
主
僕
タ
リ
、
或
ハ
同
胞

ノ
労
働
者
た
り
、
或
ハ
同
胞
ノ
住
民
タ
リ
、
或
ハ
相
互
ノ
結
婚
を
ナ
ス
を
云
ふ

混
合
を
以
テ
唯
一
の
方
法
ト
ハ
、
メ
リ
ウ
エ
ル
氏
ハ
ナ
せ
り
、
初
め
ニ
土
地
の
用
地
を
置
キ
、
其
土
地
ヲ
販
売
シ
テ
資
金
ヲ
作
ル
ナ
リ
、
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新
ゼ
ー
ラ
ン
ド
の
如
キ
ハ
各
タ
ウ
ン
シ
プ
ニ
於
テ
十
分
一
の
土
地
を
用
地
ト
シ
テ
取
除
キ
た
り
。

土
蕃
ヲ
開
明
ニ
導
ク
ニ
就
て
ハ
、
政
府
の
職
務
ハ
那
辺
ニ
ア
ル
ベ
キ
カ
、
凡
そ
土
蕃
ヲ
開
明
ニ
導
ク
に
就
て
ハ
伝
道
師
ノ
力
を
借
ル
ハ

甚
タ
要
用
ナ
ル
カ
如
し
、
或
人
ハ
耶
蘇
教
ヲ
以
テ
開
明
せ
ル
人
種
ノ
宗
教
ニ
シ
テ
土
蕃
の
如
キ
ハ
其
宗
教
ヲ
入
ル
ヽ
丈
開
明
ニ
至
ラ
サ
ル

ベ
カ
ラ
ス
ト
ナ
ス
、
宗
教
ニ
ヨ
ラ
ス
シ
テ
開
明
ニ
入
レ
ん
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
単
ニ
普
通
ノ
教
育
を
以
テ
児
童
を
教
育
せ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
然

レ
ト
モ
児
童
ヲ
シ
テ
全
ク
家
族
ヨ
リ
分
離
せ
し
む
ル
ハ
甚
タ
困
難
の
事
ナ
リ
ト
ス
、

蓋
シ
宗
教
心
ナ
ル
モ
ノ
ハ
人
種
の
如
何
、
開
明
ノ
如
何
を
不
論
、
必
ス
人
心
ニ
可
然
存
在
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
殊
ニ
北
米
土
人
の
如
キ
ハ

天
性
宗
教
心
ニ
富
め
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
、
無
論
無
神
論
を
主
張
ス
ル
も
の
も
土
人
中
ニ
之
を
見
ル
ナ
リ
。
蓋
シ
此
宗
教
心
ヲ
喚
起
シ
テ
漸

次
文
化
ニ
導
ク
ハ
尤
モ
標
経
ナ
リ
ト
ス
、
サ
レ
ハ
伝
道
師
ハ
文
化
ノ
先
達
者
タ
ル
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
、
サ
レ
ハ
殖
民
地
政
府
ノ
当
然
務
む
べ

キ
事
ハ
伝
道
ノ
事
業
を
奨
励
ス
ル
ニ
ア
リ
、
敢
テ
宗
派
の
如
何
を
問
ふ
を
要
せ
サ
ル
ナ
リ
、
蓋
シ
文
明
のP

io
n
eer

ナ
ル
モ
ノ
ハ
伝
道
師

ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
、
彼
輩
ハ
未
タ
文
明
ノ
事
業
を
完
全
ナ
ラ
し
む
ル
能
ハ
ス
、
蓋
し
教
育
ナ
ル
も
の
ハ
全
ク
伝
道
師
の
手
ニ
委
ヌ
ル
能
ハ

ス
、
必
ス
政
府
の
手
ヲ
以
テ
監
督
ス
ル
所
ナ
カ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
而
シ
テ
其
教
育
の
性
質
ハ
如
何
ナ
ル
も
の
を
選
ふ
べ
キ
カ
ハ
、
是
レ

又
タ
教
育
上
の
大
問
題
ナ
リ
ト
ス
、
独
り
普
通
の
も
の
ゝ
み
な
ら
す
、
技
芸
教
育
の
如
キ
大
ニ
必
要
ナ
リ
ト
ス
、
実
業
学
校
ノ
課
程
の
如

キ
ハ
大
ニ
有
用
な
ら
ん
、

併
問
題
中
ノ
問
題
ナ
ル
も
の
ハA

m
a
lg
a
m
a
tio
n

ナ
リ
ト
ス
、
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英
仏
戦
争
（
米
国
殖
民
史
上
）

1.
“K
in
g W

illia
m
’s W

a
r w

ith
”
th
e F

ren
ch

｜1689

｜1697

｜(P
ea
ce o

f R
y
sw
ick

)

欄
外
「＝

W
a
r o
f S

p
.
S
u
ccessio

n

」）

2.
Q
u
een A

n
n
e’s W

a
r”
w
ith th

e F
ren

ch

｜1702

｜1713
 

T
rea

ty o
f U

trech
t

欄
外
「＝

2n
d S

ilesia W
a
r

｜W
a
r o
f A

u
s.
S
u
ccessio

n

」）

3.
K
in
g G

eo
rg
e’s W

a
r”
w
ith th

e F
ren

ch

｜1744

｜1748
 

P
ea
ce o

f A
ix
-la
-C
h
a
p
elle

欄
外
「＝

7 y
ea
rs W

a
r

」）

4.
T
h
e O

ld F
ren

ch
&
In
d
ia
n W

a
r

｜1755

｜1763.

P
ea
ce o

f P
a
ris

 
5.
W
a
r o
f In

d
ep
en
d
en
ce

｜1775

｜1783.
P
ea
ce o

f P
a
ris

 
6.
F
ren

ch R
ev
o
lu
tio
n

｜1789

｜1815

斯
氏
曰
ク
、
本
国
ニ
の
み
輸
出
し
得
可
キ
物
品
ハ
記
名
の
物
品
ニ
限
ル
、
其
他
ハ
之
ヲ
自
由
ニ
他
国
え
輸
出
ス
ル
を
得
ん
、
併
シ
本
国

の
船
舶
ニ
搭
載
ス
ル
を
要
ス
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其
船
舶
の
持
主
ハ
英
人
ニ
シ
テ
水
夫
四
分
の
三
ハ
英
人
ナ
ル
を
要
ス
。

無
記
名
の
物
品
ハ
｜
穀
物
｜
材
木
、
塩
付
食
物
｜
魚
類
｜
砂
糖
、
酒
｜（R

u
m

）
ナ
リ
ト
ス
、
其
理
由
如
何
ヲ
説
明
せ
ヨ
、（
魚
類
ハ
西

葡
及
地
中
海
え
輸
出
ス
）
ラ
ム
、
亜
弗
利
加
え
出
せ
り
、
之
を
以
テ
土
人
ヲ
連
帰
レ
リ
。

記
名
品
ハ
二
種
あ
り
、
或
ハ
米
国
の
特
産
、
又
ハ
本
国
ニ
於
て
産
出
シ
能
ハ
サ
ル
も
の
ナ
リ
、

即
チ
左
ノ
如
し

m
o
la
sses

｜co
ffee.

co
cco

a
n
u
ts

｜to
b
a
cco

｜p
im
en
to

｜g
in
g
er

｜w
h
a
le-fin

s

｜ra
w
 
silk

｜co
tto
n

 
w
o
o
l

｜b
ea
v
er

｜in
d
ig
o

｜
特
産
物
ナ
リ
其
他
ハn

a
v
a
l sto

res m
a
sts

｜y
a
rd
s

｜ta
r

｜p
itch

｜tu
rp
en
tin
e

｜b
a
riu
m

｜co
p
p
er

 
o
re

｜h
id
es
&
sk
in
s

｜

斯
ハ
、
安
買
高
売
の
み
な
ら
す
、
海
漕
を
開
キ
、
又
タ
海
税
を
増
ス
。

独
り
殖
民
地
と
西
印
度
島
ニ
て
ハ
、
自
由
の
貿
易
を
得
た
り
、

而
シ
又
タ
、
製
造
品
ニ
至
り
て
ハ
、
英
国
ハ
或
ハ
高
税
を
課
し
、
又
ハ
全
ク
之
ヲ
禁
制
せ
り
、

殖
民
地
ニ
利
益
ヲ
与
ル
コ
ト
も
あ
り
、
如
何
ト
ナ
レ
ハ
、
他
国
よ
り
の
輸
入
品
ニ
ハ
高
税
を
課
し
、
又
ハ
殖
民
地
の
輸
出
ニ
補
助
ヲ
与

フ
ル
如
キ
コ
ト
あ
り
た
り
、
初
め
の
方
ハ
砂
糖
、
煙
草
、
鉄
ナ
リ
第
弐
ハ
綾
糸
、
麻
、
イ
ン
デ
コ
、
亜
麻
、
海
軍
品
の
如
キ
ナ
リ
ト
ス
、

欄
外
「
第
三
、」）
殖
民
地
ヨ
リ
全
ク
製
造
の
粗
品
を
輸
入
ス
ル
ト
云
ふ
事
ナ
リ
、
是
レ
全
ク
本
国
製
造
家
ハ
殖
民
地
ニ
対
シ
テ
犠
牲
を

な
す
も
の
ナ
リ
、
政
略
上
の
事
ナ
リ
経
済
的
ナ
ラ
ス
。

蓋
シ
他
国
ニ
対
し
て
ハ
禁
制
的
の
海
関
税
を
置
カ
ス
ン
ハ
此
目
的
を
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、然
ル
ト
キ
ハ
非
常
ニ
物
価
を
騰
貴
せ
し
め
、

国
民
の
損
失
を
招
ク
、
此
外
ニ
尚
損
害
あ
り
、
何
ん
ぞ
、
一
ハ
消
靡
の
減
少
。
一
ハ
粗
末
ナ
ル
原
質
を
使
用
せ
め
（ママ）

、
良
品
を
除
か
し
む
、
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是
レ
経
済
上
ノ
損
害
ナ
リ
、

欄
外
「
第
四
、」）
海
漕
業
ニ
関
ス
ル
も
の
ニ
シ
テ
、
航
海
権
を
専
握
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
、
初
め
ハ
海
漕
を
盛
ん
に
ナ
シ
、
国
防
ニ
当
ル
を

以
テ
主
要
の
目
的
ト
ナ
せ
り
、
蓋
シ
英
国
天
然
ノ
形
勢
之
を
然
ら
し
む
、
蓋
シ
近
世
の
初
め
ニ
当
り
、
荷
蘭
陀
ハ
尤
も
世
界
の
海
漕
業
を

占
め
、
査
斯
第
二
世
の
初
め
ニ
当
り
、S

ir W
illia

m
a P

etty

ハ
、
欧
州
の
全
噸
数
を
二
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
噸
ト
ナ
せ
り
、
其
内
八
〇
〇
、

〇
〇
〇
噸
、
蘭
国
ニ
属
せ
ル
も
の
ナ
リ
と
、
蘭
国
の
然
ル
所
以
ハ
、
何
等
の
原
因
ニ
属
ス
ル
也
、
天
然
ニ
殷
富
ナ
ル
為
め
也
、
然
ラ
ス
、

全
ク
資
本
の
貯
蓄
之
を
然
ラ
し
む
、
及
ひM

o
ra
l C
a
p
ita
l

即
チen

erg
y in

d
u
stry

、
及
、
習
慣
の
然
ら
し
む
ル
所
ナ
リ
、
是
れ
蘭
国
を

シ
テ
商
権
を
掌
握
せ
し
む
ル
も
の
ト
ナ
せ
り
、
之
と
競
争
し
蘭
国
の
権
を
削
ら
ん
と
せ
ル
ハ
、
即
チ
英
国
航
海
律
の
本
源
ナ
リ
ト
ス
、

英
国
航
海
の
隆
盛
と
、
蘭
国
航
権
の
衰

ハ
、
実
ニ
航
海
律
を
以
テ
其
紀
元
ト
ナ
ス
ト
ハ
政
事
家
の
唱
道
ス
ル
所
ナ
リ
、
併
シ
商
業
上

及
経
済
上
ヨ
リ
観
察
ス
レ
ハ
、
本
国
の
商
人

殖
民
地
の
商
人
ハ
為
め
ニ
損
失
を
招
キ
シ
ハ
明
瞭
ナ
リ
ト
ス
、

欄
外
「
第
五
、」）
殖
民
地
ニ
於
て
製
造
の
検
束
を
置
ク
コ
ト
ハ
甚
タ
道
理
ニ
反
対
せ
ル
も
の
ナ
リ
、
何
を
以
テ
其
権
利
ヲ
奪
掠
ス
ル
の

権
利
ア
ル
ベ
キ
や
、
決
シ
テ
ア
ル
ナ
シ
、
蓋
シ
殖
民
の
初
め
ニ
当
り
て
ハ
、
殖
民
地
ニ
ア
リ
テ
労
力
費
高
ク
、
土
地
ハ
廉
ナ
リ
、
製
造
起

ル
べ
カ
ラ
ス
、
併
シ
、
人
口
増
殖
シ
、
資
本
蓄
積
ス
ル
ニ
及
ん
て
ハ
、
其
製
造
を
留
む
ル
ハ
利
益
を
超
越
ス
ル
ニ
斎
し
、
砂
糖
精
製
の
如

キ
、
殖
民
地
ニ
於
テ
禁
せ
り
、
之
レ
僅
少
の
資
本
家
を
利
益
せ
し
め
、
又
タ
海
漕
ニ
従
事
せ
ル
も
の
を
利
益
せ
し
め
ん
為
め
ナ
リ
ト
ス
、

已
上
ハ
即
チ
殖
民
商
略
ナ
ル
も
の
ゝ
一
斑
ナ
リ
ト
ス
、
其
殖
民
地
ニ
於
ケ
ル
損
失
の
み
な
ら
す
、
本
国
ニ
対
シ
テ
も
損
失
た
り
、
如
何

ト
ナ
レ
ハ
、
殖
民
地
ニ
於
ケ
ル
粗
品
を
必
ス
本
国
ニ
於
て
購
買
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
を
以
テ
ナ
リ
、
検
束
的
商
略
を
取
ら
ん
カ
、
或
ハ
相

互
的
商
略
ヲ
取
ら
ん
か
、
大
ニ
一
国
ノ
経
済
上
ニ
於
て
研
究
ス
ベ
キ
問
題
ナ
リ
ト
ス
、

― ―92

佐
藤
昌
介
「
植
民
論
」
初
期
講
義
ノ
ー
ト
（
下
の
一
）



土
蕃
ヲ
シ
テ
開
明
ニ
導
カ
ン
ト
欲
せ
ハ
、
必
ス
早
晩
優
等
人
種
ト
混
同
ス
ル
所
ナ
カ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
彼
ノ
伝
道
師
ノ
事
業
の
如
キ

ハ
元
来
土
蕃
の
分
離
ニ
基
ツ
ク
、
サ
レ
ハ
混
同
起
ル
ニ
至
レ
ハ
、
彼
輩
ノ
先
導
或
ハ
頼
む
べ
カ
ラ
ス
、
然
ル
ニ
土
蕃
ハ
混
同
セ
サ
レ
ハ
移

転
せ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
移
転
ハ
限
リ
ナ
ク
之
ヲ
行
ふ
能
ハ
ス
、
境
土
限
り
ア
ル
を
以
テ
ナ
リ
、
而
シ
テ
又
タ
混
同
モ
遂
ニ
下
等
社
会
ト
共

ニ
行
ハ
ル
ヽ
を
以
テ
或
ハ
却
て
其
純
性
ヲ
傷
ふ
、
何
ニ
シ
テ
モ
土
蕃
問
題
ハ
至
難
ナ
ル
哉
、

混
同
ニ
弐
種
ア
リ
、
住
居
ノ
混
同
、
及
血
統
ノ
混
同
是
レ
ナ
リ
、
血
統
の
混
同
ハ
平
和
ナ
ル
手
段
を
以
テ
土
蕃
ノ
血
統
を
燼
滅
せ
し
む

ル
も
の
ナ
リ
。
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